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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年6月18日(2020.6.18)

【公開番号】特開2020-71494(P2020-71494A)
【公開日】令和2年5月7日(2020.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2020-018
【出願番号】特願2018-202469(P2018-202469)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｍ   7/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   7/60     (2017.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/01     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｍ    7/00     ３０１Ｑ
   Ｇ０６Ｔ    7/60     １１０　
   Ｇ０８Ｇ    1/00     　　　Ｄ
   Ｇ０８Ｇ    1/01     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月25日(2020.3.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の路線を移動する複数の移動体にそれぞれ搭載され、当該移動体の内部の画像を表
す画像データ、及び、当該移動体の内部の画像が撮像された位置を表す位置データを含む
解析用データを収集する複数のデータ収集装置と、
　前記複数のデータ収集装置によって収集された前記解析用データに基づいて、前記複数
の路線の各路線ごとに、前記複数の移動体の乗車人数を計数するデータ解析装置とを備え
、
　前記移動体は、路面を走行する車両であることを特徴とする、
　解析システム。
【請求項２】
　前記データ解析装置は、前記画像データが表す画像に含まれる人物の数に基づいて、前
記乗車人数を計数する、
　請求項１に記載の解析システム。
【請求項３】
　前記データ解析装置は、前記解析用データに含まれる前記位置データに基づいて、前記
複数のデータ収集装置によって収集された前記解析用データから、前記複数の路線のうち
特定の路線を移動した前記移動体の前記乗車人数を抽出し、当該特定の路線を移動した全
ての前記移動体の当該特定の路線での前記乗車人数を集約し、当該特定の路線における全
ての前記移動体の合計の前記乗車人数を計数する、
　請求項１又は請求項２に記載の解析システム。
【請求項４】
　前記データ解析装置は、前記解析用データに基づいて、前記複数の路線の各路線ごとに
、前記画像データが表す画像に含まれる人物の属性を解析する、
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　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の解析システム。
【請求項５】
　前記移動体は、内部に、コンテンツを出力可能である出力装置が搭載され、
　前記データ解析装置は、前記複数の路線の各路線ごとの前記乗車人数に基づいて、前記
複数の路線の各路線ごとに、前記出力装置が出力する前記コンテンツを受容可能な受容可
能範囲を通過した通過者人数を表す指標を算出する、
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の解析システム。
【請求項６】
　前記移動体は、一日の間に予め定められた前記複数の路線を繰り返し走行する路線バス
であり、１台の前記移動体が一日の間に前記複数の路線を走行しつつ、前記複数の移動体
が当該複数の路線に渡って使い分けられて運行する、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の解析システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る解析システムは、複数の路線を移動する複数
の移動体にそれぞれ搭載され、当該移動体の内部の画像を表す画像データ、及び、当該移
動体の内部の画像が撮像された位置を表す位置データを含む解析用データを収集する複数
のデータ収集装置と、前記複数のデータ収集装置によって収集された前記解析用データに
基づいて、前記複数の路線の各路線ごとに、前記複数の移動体の乗車人数を計数するデー
タ解析装置とを備え、前記移動体は、路面を走行する車両であることを特徴とする。
　また、上記解析システムでは、前記移動体は、一日の間に予め定められた前記複数の路
線を繰り返し走行する路線バスであり、１台の前記移動体が一日の間に前記複数の路線を
走行しつつ、前記複数の移動体が当該複数の路線に渡って使い分けられて運行するものと
することができる。
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